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令和５年度第１回庄内町男女共同参画社会推進委員会 会議録 

 

１ 開催日時 令和６年２月２１日（水） １８時００分～１９時３０分 

２ 開催場所 庄内町役場 B棟 会議室 2 

３ 出席委員 水尾理恵、青木智佳子、佐々木真澄、松澤幸子、村山能弘 

４ 事 務 局 佐藤企画情報課長、我妻課長補佐兼企画調整係長、伊藤 

                                                

 

１ 開  会                                  （１８：００） 

  

２ 諮  問 

 

３ 委員・事務局の自己紹介 

 

４ 委員長あいさつ 

 

５ 協  議 

・第４次庄内町男女共同参画社会計画の推進についての答申内容の確認 

【事務局】事前にいただいた意見を元に答申案を作成。昨年の答申書から赤字で見え消しを行い反映さ

れているため、不足部分や修正した方が良い点、確認すべき点等あればご意見をいただきた

い。 

（１）について 

【委 員】回覧板などで提供するとの意見がありましたので、回覧という表現を追加しても良いのでは

ないか。人権擁護委員でも男女共同参画事業を開催した際に回覧を見て参加してくださる方

が多い。 

【委員長】（１）の答申案には回覧の文言を追記することとする。 

【委 員】回覧板で回ってきたとしても読み流ししてしまう場合が多いため、デザインが魅力的であれ

ば読むと思うため、チラシにも工夫をすべきだと思う。またピンポイントでの情報や、学校

を通しての情報はみんな見ると思う。不特定多数を相手に周知するのは大変であるため、学

校や事業所等の関係団体との連携も必要。 

【事務局】今回、事業を開催した際に周知に苦労した経緯があるため、指摘を踏まえたうえで来年度に

生かしていきたい。 

【委 員】周知という部分で、子どもが養護学校に通っていた際は、保護者同士の繋がりもあったが、

卒業した今は庄内町のどんな子がいるのかわからない状況。個人情報の観点から教えること

は難しいと思うが、町で把握している障がい者を持つ家庭に、事業を開催する際に案内を出

してほしい。その事業の場で家族同士繋がれると思う。 

【事務局】担当課に確認する。 

（３）について 

【委 員】男性の育児休暇については学校側でも取得するよう周知はしている。学校に限らず一般企業

においても育児取得してもその後の人員が不足しているという現状にある。ただ必要な制度



2 

 

ではあるため、根気強く継続し周知していくことが重要であると思う。 

（６）について 

【委 員】障がい者を抱える家族は、大勢かつ賑やかな場所が苦手な子もいるため、避難場所は車であ

る。避難所において小さい部屋を確保してもらえるだけでも違う。もちろん障がい者に限ら

ずではあるが、災害はいつ起こるかわからないため、現場の声を聞いてシミュレーションし

て行う必要がある。 

【事務局】町としてもそれぞれの視点を反映した避難所運営設置・運営マニュアルが必要であると考え

るため、担当課に確認して対応していきたい。 

【委員長】誰もが生き残るための対策をこれからする必要があるため、ぜひとも対応いただきたい。 

【委 員】立川小学校は避難所となっているが、実際に災害が起きた際に町民が入りきるのかが非常に

心配である。避難行動計画はあるものの実際に動けるのかもわからない。また、鶴岡市の小

学校では各学校に非常食や簡易ベッドが配置されていたが、庄内町の小学校では配置されて

いなかった。理由があるのかもしれないが。 

【委 員】避難所となっている各集落の公民館も耐震性があるのが疑問である。安全基準に達している

のかどうかの見直しも必要ではないか。 

（７）について 

【委 員】外国人との交流に対して意見を挙げさせていただいたが、日本の就労者数も減少してきてお

り、将来的には外国人と共存していくのが当たり前の時代になると思う。山形県としても外

国介護人材の受入れを行っているため、庄内町も率先して動いていってはどうか。 

【委員長】誰もが住みやすいとなれば日本人も外国人も同じであるため、偏見なく交流を深めていける

よう取り組んでもらいたい。 

 

【委員長】様々な意見が出たが、この意見を踏まえて答申に反映していただきたいと考える。 

【事務局】いただいた意見を元に答申内容に肉付けを行う。3 月上旬をめどに修正した答申案を委員の

皆さんに送付するため、追加したい意見等があればその際に意見書を提出いただきたい。そ

の意見を反映した上で、委員長及び事務局に一任いただき、最終的に町長へ答申を行う。 

【委員長】委員長及び事務局に一任いただく流れで問題ないか。 

【全委員】問題ない。 

【委員長】ではそのような流れで進めていく。 

 

６ そ の 他 

・町長への答申日：3月 25日(月)15：00に決定 

・庄内町男女共同参画社会推進委員の公募について 

【事務局】公募については募集を行ったところ、現在 0人である。現在公募委員になられている 2名の

方に引き続き委員を担っていただきたいと考えているため、会議終了後打合せをさせていた

だきたい。 

 

 

６ 閉  会                                 （１９:３０） 

 


